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団
塊
の
世
代
が
７５
歳
以
上
と
な
る

２
０
２
５
年
（
平
成
３７
年
）
に
は
、

高
齢
者
（
６５
歳
以
上
）
人
口
が
ピ
ー

ク
を
迎
え
、
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

や
高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
さ
ら

に
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
高

齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
生
活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
地
域
全

体
で
高
齢
者
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、

高
齢
者
自
身
も
日
頃
の
運
動
や
食
生

活
な
ど
の
生
活
習
慣
を
見
直
し
、
介

護
予
防
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
の
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
、
介
護

保
険
制
度
に
お
い
て
、
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
総
合
事

業
）
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
介
護
保
険
の

要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方
を
対
象
と
し
た
訪
問
介
護
と
通

所
介
護
に
つ
い
て
、
国
の
一
律
給
付

を
や
め
、
各
市
町
村
が
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
、
介
護
予
防
事
業
や
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
よ
う
に

変
更
す
る
も
の
で
す
。
越
谷
市
で
は
、

総
合
事
業
の
う
ち
、
一
部
の
内
容
を

平
成
２８
年
３
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。

【
第
一
段
階　

平
成
28
年
３
月
〜
】

　

実
施
当
初
は
、
要
支
援
１
・
２
の

方
を
対
象
と
す
る
訪
問
介
護
や
通
所

介
護
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
総
合
事
業

へ
移
行
し
ま
す
。
現
在
の
認
定
有
効

期
間
が
満
了
し
、
更
新
認
定
さ
れ
た

要
支
援
１
・
２
の
方
か
ら
順
次
移
行

と
な
り
、
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
る

サ
ー
ビ
ス
は
、
引
き
続
き
利
用
で
き

ま
す
。

【
第
二
段
階　

平
成
29
年
４
月
〜
】

　

総
合
事
業
で
は
、
高
齢
者
に
対
す

る
生
活
支
援
に
つ
い
て
、
既
存
の
介

護
保
険
事
業
所
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
に

加
え
て
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
団
体
が
サ

ー
ビ
ス
提
供
（
多
様
な
主
体
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
市
で
は
、
平
成
２９
年
４
月
以
降

に
多
様
な
主
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提

供
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
を
は
じ
め
、

地
域
の
方
々
、
団
体
に
対
し
て
、
総

合
事
業
へ
の
参
画
を
働
き
か
け
て
い

き
ま
す
。

①
多
様
な
主
体
に
よ
る
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
を
展
開

　

総
合
事
業
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
団

体
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
こ
と
が

で
き
、
既
存
の
介
護
保
険
事
業
で
は

対
応
で
き
な
か
っ
た
生
活
支
援
の
提

供
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
高
齢
者
の
社
会
参
加
と

　

地
域
に
お
け
る
支
え
合
い

　

高
齢
者
が
地
域
で
役
割
を
担
い
社

会
参
加
す
る
こ
と
は
、
高
齢
者
自
身

の
生
き
が
い
づ
く
り
、
健
康
づ
く
り

に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
活
動
を
通
し
て
、
住
民
同
士
が
支

え
合
う
地
域
力
を
高
め
る
こ
と
に
も

な
り
ま
す
。

③
専
門
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の

　

重
点
化

　

地
域
の
多
様
な
担
い
手
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
提
供
の
充
実
に
よ
り
、
既
存

の
介
護
保
険
事
業
所
は
、
専
門
的
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
専
念
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

次
の
こ
と
を
重
視
し
、
効
果
的
・

効
率
的
に
総
合
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

○
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
よ
る
、

要
支
援
者
の
状
況
等
に
応
じ
た
住

民
主
体
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
促
進

○
高
齢
者
の
社
会
参
加
の
促
進
や
介

護
予
防
事
業
の
充
実
に
よ
る
元
気

な
高
齢
者
の
増
加

○
効
果
的
な
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
と
自
立
支
援
に
向
け
た
サ

ー
ビ
ス
実
施
に
よ
る
重
度
化
予
防

の
推
進

　

総
合
事
業
が
大
き
く
変
わ
る
の
は

平
成
２９
年
４
月
以
降
の
第
二
段
階
か

ら
で
す
。
多
様
な
主
体
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
の
具
体
的
な
内
容
や
６５
歳
以
上

の
す
べ
て
の
方
が
利
用
で
き
る
一
般

介
護
予
防
事
業
な
ど
、
詳
し
く
は
改

め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

《現行》

要介護
１～５

従来と
変更なし

　　　　介護給付
施設サービス（特養など）
居宅サービス
（訪問介護、通所介護など）

《平成28年3月以降》
　　　　介護給付
施設サービス（特養など）
居宅サービス
（訪問介護、通所介護など）

福祉用具貸与、
通所リハビリテーション、
訪問看護　など

訪問介護
通所介護

要支援
１・2

予防給付

福祉用具貸与、
通所リハビリテーション、
訪問看護　など

予防給付と
同様の内容

予防給付

介護予防・日常生活支援総合事業

平成２８年
３月～実施

多様な主体に
よるサービス
（平成２９年
４月以降実施）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

緩和した基準
によるサービス

住民主体
によるサービス

短期集中
予防サービス

実施年月

平成２８年３月～

平成２９年４月
以降

予防給付と同様
の内容

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

これまでの訪問介護、通所介護と
同じサービス

緩和した基準による
サービス

予防給付の基準（人員配置・設備
基準等）を緩和したサービス

住民主体による
サービス

有償・無償のボランティア等に
よる住民主体による支援

短期集中予防
サービス

保健・医療の専門職により短期間
（３カ月～６カ月）提供される支援

総合事業 内　容

10万人

20万人

30万人

越谷市　年代別人口、要介護認定者数

平成22年

0～14歳

平成27年 平成32年 平成37年

4.6万人 4.5万人 4.0万人 3.7万人

21.8万人

6,654人
10,148人

14,427人
17,686人21.2万人

20.3万人

20.1万人

4.2万人 4.7万人
4.3万人 3.4万人

2.2万人
3.2万人 4.4万人 5.3万人

▲
▲

▲

▲
▲

15～64歳
75歳～ 要介護認定者数 ※平成32年以降は推計

65～74歳

▷平成22年と比較して、平成37年の要介護認定者数は約
2.6倍、75歳以上の人口は約2.4倍になることが見込まれ
ます

0

5,000

10,000

15,000

20,000
（世帯）

平成12年 平成17年 平成22年

3,738世帯
5,611世帯

8,681世帯
3,812世帯

6,552世帯

10,012世帯 1人暮らし高齢者世帯が
生活行動の中で困っていること

「困る」「とても困る」と
回答した人の割合

0 10 20 30 40 50（％）

自治会活動
掃除

買い物
散歩・外出

食事の準備・調理・後始末
通院

ごみだし
薬をのむ・はる・ぬる

洗濯
つめきり

預貯金の出し入れ
家・庭の中の移動

体の向きをかえる・寝起き動作
入浴
洗髪

歯磨き、入れ歯の管理
排泄
着替え

食事を食べる
公共料金の支払い

洗顔

41.7％
34.0％

19.7％
16.7％

15.0％
14.7％
14.2％
12.0％
10.9％
9.9％
8.8％
8.5％
7.5％
6.9％
5.5％
5.2％
4.4％
3.8％
3.8％
3.6％
3.6％
3.0％

厚生労働省資料

65歳以上夫婦のみ世帯
１人暮らし高齢者世帯

高齢者の世帯状況
家の中の修理、
電球交換、部屋の模様替え

　

総
合
事
業
が
創
設
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
現
在
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
難

し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
具

体
的
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
高
齢
化
の
進
行
や
１
人
暮
ら
し
高
齢
者
等
の

　

増
加
に
伴
う
ニ
ー
ズ
の
増
大

　

要
介
護
認
定
者
数
は
、
平
成
１２
年
度
の
介
護
保
険

制
度
開
始
以
降
、
増
加
し
続
け
て
い
ま
す
。
一
般
的

に
７５
歳
以
上
に
な
る
と
、
介
護
や
医
療
の
ニ
ー
ズ
が

高
ま
っ
て
き
ま
す
。
今
後
、
団
塊
の
世
代
が
後
期
高

齢
者
（
７５
歳
以
上
）
に
到
達
す
る
、
平
成
３７
年
に
向

け
て
、
７５
歳
以
上
人
口
が
増
大
し
、
要
介
護
認
定
者

の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
１
人
暮
ら
し
や

夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
今

後
、
さ
ら
に
高
齢
者
の
日
常
生
活
支
援
の
ニ
ー
ズ
の

増
大
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

②
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
に
伴
う
担
い
手
の
不
足

　

少
子
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
高
齢
者
人
口
が
増

加
す
る
一
方
、
生
産
年
齢
人
口
（
１５
歳
〜
６４
歳
）
は

減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
担
い
手
が
不
足
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
労
働
人
口
の
減
少
に
伴
う

税
収
の
低
下
も
想
定
さ
れ
、
保
険
料
と
公
費
で
賄
っ

て
い
る
介
護
保
険
制
度
の
維
持
が
困
難
に
な
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
が

平
成
28
年
３
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
が

平
成
28
年
３
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

総
合
事
業
は
段
階
的
に
拡
充

総
合
事
業
の
主
な
特
徴

効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
し
ま
す

大
き
な
変
更
は
平
成
29
年
４
月
以
降

総
合
事
業
の
実
施
の
背
景
生
活
支
援
の
ニ
ー
ズ
の

増
大
と
担
い
手
不
足

B
福
祉
推
進
課
地
域
包
括
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
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